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特定譲渡制限付株式専用口座約款 新旧対照表 

（下線部分改正） 

現行 改正 

（特定譲渡制限付株式専用口座） 
第２条 特定譲渡制限付株式専用口座とは、

当社の総合取引口座であって、特定譲渡

制限付株式（その他当社が指定する特定

譲渡制限付株式に類する株式を含みま

す。以下同じです。）の付与により取得

した当社が定める株式の銘柄のみを取扱

う口座（以下、「本専用口座」といいま

す。）をいいます。 
 
 
２.～４.     （略） 
 
（特定譲渡制限付株式専用口座における取扱

い） 
第４条      （略） 
２．        （略） 
３．        （略） 
４．本専用口座において管理している特定譲

渡制限付株式については、譲渡制限期間の経

過の有無に関わらず本専用口座での売却はで

きないものとします。また、譲渡制限期間中

は、該当する特定譲渡制限付株式を交付した

会社等（以下、「発行会社等」といいます。）

からの特定譲渡制限付株式の付与の取消また

は無償取得等、当社が認める場合を除き、本

専  用口座からの出庫（振替）もできない

ものとします。 
 
 
 

５.～６.     （略） 
 
（免責事項） 
第８条      （略） 

新  設 
 
 
 
 

 
（約款の変更） 
第１１条 当社は、国内の諸法令の変更、日

本証券業協会、金融商品取引所の諸規則

（特定譲渡制限付株式専用口座） 
第２条 特定譲渡制限付株式専用口座とは、

当社の総合取引口座であって、特定譲渡

制限付株式（当社が指定する、特定譲渡

制限付株式に関して組織再編等の対価と

して交付された株式その他特定譲渡制限

付株式に類する株式を含みます。以下同

じです。）の付与により取得した当社が

定める株式の銘柄のみを取扱う口座（以

下、「本専用口座」といいます。）をいい

ます。 
２.～４.   （現行どおり） 
 
（特定譲渡制限付株式専用口座における取扱

い） 
第４条    （現行どおり） 
２．     （現行どおり） 
３．     （現行どおり） 
４．本専用口座において管理している特定譲

渡制限付株式については、譲渡制限期間の経

過の有無に関わらず本専用口座での売却はで

きないものとします。また、譲渡制限期間中

は、該当する特定譲渡制限付株式を交付した

会社等（特定譲渡制限付株式に関して組織再

編等の対価として交付された株式について

は、当該特定譲渡制限付株式を交付した会社

等。以下、「発行会社等」といいます。）から

の特定譲渡制限付株式の付与の取消または無

償取得等、当社が認める場合を除き、本専用

口座からの出庫（振替）もできないものとし

ます。 
５.～６.   （現行どおり） 
 
（免責事項） 
第８条    （現行どおり） 
２．前項にかかわらず、当社は、当社の過失

（重過失を除きます。）によって申込者

に生じた損害については、直接かつ通常

の損害についてのみ責任を負うものとし

ます。 
 
（約款の変更） 
第１１条 本約款は、国内の諸法令の変更、

日本証券業協会、金融商品取引所の諸規
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現行 改正 

及びガイドライン等の変更、監督官庁の

指示並びに特定譲渡制限付株式に係る制

度又は解釈の変更その他の事由により当

社が必要と認めた場合には、当社は各申

込者に通知することなく本約款を変更す

ることができます。但し、当社は、その

内容の重要性によっては、かかる変更内

容を各申込者に通知し、又は公表するも

のとします。この場合、所定の期日まで

に異議のお申立てがないときにはご同意

頂いたものとして取扱います。 
 
 
附則 
本約款の改訂は、２０１９年７月１日より適

用されます。なお、本約款の改訂以前に開設

済の売却専用口座は本約款の改訂を以って順

次閉鎖し、売却専用口座に残高がある場合に

は、当該残高を申込者の主口座に移管しま

す。 
 

以上

則及びガイドライン等の変更、監督官庁

の指示並びに特定譲渡制限付株式に係る

制度又は解釈の変更その他の事由により

当社が必要と認めた場合には、民法第５

４８条の４の規定に基づき変更されるこ

とがあります。変更を行う旨及び変更後

の規定の内容並びにその効力発生時期

は、効力発生時期が到来するまでに店頭

表示、当社ホームページ等への掲載、又

はその他相当の方法により周知します。

 
 
 
附則 
この約款は、２０２０年４月１日より適用さ

れます。 
 
 
 
 
 

以上

 


